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〜
軽
自
動
車
や
バ
イ
ク
・
小
型
特
殊
自
動
車（
農
耕
用
・
そ
の
他
）を
お
持
ち
の
方
へ
〜

廃
車
手
続
き
は
３
月
29
日
㈮
ま
で
に
済
ま
せ
ま
し
ょ
う

	
	

	
	

■
問
／
市
民
税
課	

☎
５
２
５
︱
３
７
１
３

	

■
自
動
車
税
に
関
す
る
申
告
・
問
／
県
北
地
方
振
興
局
県
税
部
☎
５
２
１
︱
２
７
０
２

■
４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
課
税

　
原
動
機
付
自
転
車
、
軽
四
輪
自
動

車
な
ど
に
課
税
さ
れ
る
軽
自
動
車
税

は
、４
月
１
日
現
在
の
所
有
者（
ロ
ー

ン
で
購
入
し
た
場
合
は
使
用
者
）に

対
し
て
課
税
し
ま
す
。
４
月
1
日
㈪

以
降
に
廃
車
の
手
続
き
し
た
場
合
、

平
成
31
年
度
分
は
課
税
と
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
軽
四
輪
自
動
車
、
１
２
５

cc
を
超
え
る
バ
イ
ク
な
ど
を
、
県

外
の
軽
自
動
車
協
会
や
運
輸
支
局
で

住
所
変
更
、
名
義
変
更
、
廃
車
な
ど

の
手
続
き
を
し
た
と
き
は
、
翌
年
度

以
降
の
課
税
を
停
止
す
る
た
め
、
市

民
税
課
に「
軽
自
動
車
税（
廃
車
）申

告
書
」の
提
出
が
必
要
で
す
。

※
平
成
31
年
度
の
軽
自
動
車
税
納

税
通
知
書
は
、
５
月
中
旬
発
送

予
定
で
す
。

※
軽
自
動
車
税
は
、
月
割
課
税
や

減
額
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　３月中旬から
下旬は、各窓口
が大変混雑しま
す。余裕を持っ
て手続きをしま
しょう。

■125㏄以下のバイクと小型特殊自動車の手続き
　排気量125㏄以下のバイクや農耕用トラクターなど
の小型特殊自動車の所有者で、次に当てはまる場合は
標識（ナンバープレート）の登録や返納の申告をしてく
ださい。

※手続きができるのは市役所市民税課のみです。

【登録・廃車・変更などの問い合わせ・届け出窓口一覧】
車　　種 問い合わせ・届け出窓口

小型特殊自動車、
125cc以下のバイク

【市民税課】
☎525−3713

軽四輪自動車など
【軽自動車検査協会
 福島事務所コールセンター】
☎050−3816−1837

125ccを超え250cc
以下のバイク

【県軽自動車協会】
☎546−2577

普通自動車、250cc
を超えるバイク

【東北運輸局福島運輸支局】
☎050−5540−2015

手続き事由 必要な手続き

市外に転出するとき
標識の返納を本市の窓口で行い、
転出先の市区町村で新たに標識の
交付を受ける

譲渡したとき・
譲り受けたとき

譲渡した方……標識の返納
譲り受けた方… 標識の交付を本市

の窓口で行う
※同一標識の継続使用は不可

標識の盗難や
紛失したとき

警察に届け出の上、本市の窓口で
申告

市内に住所があり、
福島市以外の標識を
付けて使用している
とき

交付を受けた市区町村に標識を返
納し、新たに本市で標識交付の手
続きを行う。標識と標識交付証明
書、所有者のはんこがあれば、本
市でも標識返納の手続き可

■
実
施
場
所

・
市
役
所
１
階
総
合
窓
口

 

・
西
口
行
政
サ
ー
ビ
ス

 

コ
ー
ナ
ー

■
延
長
時
間
内
の
取
り
扱
い
業
務

・
住
所
変
更

・
住
民
票
の
交
付

・
戸
籍
関
係
証
明
書
の
交
付

・
印
鑑
登
録
お
よ
び
証
明
書
の
交
付

・
一
部
の
税
証
明
書
の
交
付

　
自
己
搬
入
の
際
も
、
通
常
と
同
様

に
分
別
し
て
く
だ
さ
い
。
ご
み
が
少

量
の
場
合
は
、
決
め
ら
れ
た
収
集
日

に
集
積
所
へ
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
受
け
入
れ
日
・
時
間

月
～
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）

午
前
８
時
45
分
～
11
時
30
分
、
午
後

１
時
～
４
時
30
分

※ 

搬
入
時
に
ご
み
搬
入
受
付
書
の
記

入
と
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許

証
な
ど
）の
提
示
が
必
要
で
す
。

■
自
己
搬
入
先

●
あ
ぶ
く
ま
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

　
（
渡
利
字
梅
ノ
木
畑
１
︱
１
）

 

☎
５
３
１
︱
６
６
６
２

●
あ
ら
か
わ
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

　
（
仁
井
田
字
北
原
１
︱
１
）

 

☎
５
４
５
︱
４
３
６
３

※ 
お
住
ま
い
の
地
区
に
よ
っ
て
搬
入

先
が
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
ク

リ
ー
ン
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く

か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

３
月
23
日
〜
４
月
１
日（
土
・
日
曜
日
を
含
む
）

住
所
変
更
な
ど
の
窓
口
受
付
時
間
を
延
長
し
ま
す

引
っ
越
し
な
ど
で
出
た

多
量
の
家
庭
ご
み
は
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
へ

　
引
っ
越
し
な
ど
の
手
続
き
で
窓
口
が
混
雑
す
る
10
日
間
、
住
所

変
更
な
ど
の
窓
口
受
付
時
間
を
延
長
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。	

■
問
／
市
民
課　
☎
５
２
５
︱
３
７
３
２

　
引
っ
越
し
な
ど
で
一
時
的
に
出
た
多
量
の
家
庭
ご
み
は
、
各
ク
リ
ー
ン

セ
ン
タ
ー
へ
自
己
搬
入
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
３
月
下
旬
～
４
月
上
旬
の

期
間
は
大
変
混
み
合
い
、
搬
入
ま
で
時
間
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

	

■
問
／
清
掃
管
理
課　
☎
５
２
５
︱
３
７
４
４

■
搬
入
で
き
る
も
の

可
燃
ご
み
・不
燃
ご
み
・資
源
物（
び

ん
類
、
缶
類
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
、
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
、
紙
類
）・

粗
大
ご
み

※ 

そ
れ
ぞ
れ
分
別
し
て
搬
入
し
て
く

だ
さ
い
。

■
不
要
に
な
っ
た
家
電
リ
サ
イ
ク

ル
法
対
象
品
の
処
分

　
冷
蔵
庫・冷
凍
庫・保
冷
庫・冷
温

庫・洗
濯
機・衣
類
乾
燥
機・エ
ア
コ

ン・
テ
レ
ビ
は
、市
で
は
処
分
で
き

ま
せ
ん
。家
電
小
売
店
に
処
理
を
依

頼
す
る
か
、郵
便
局
で
家
電
リ
サ
イ

ク
ル
券
を
購
入
し
、指
定
引
き
取
り

場
所（
左
記
参
照
）へ
搬
入
す
る
な

ど
、家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
よ
る
適

正
な
処
分
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
指
定
引
き
取
り
場
所

・
豊と

よ

富と
み

産
業
㈲

　
（
鎌
田
字
樋
口
３
︱
２
）

 

☎
５
５
３
︱
３
７
１
４

※ 

受
け
入
れ
時
間
：
月
～
土
曜
日

（
祝
日
を
除
く
）午
前
８
時
30
分

～
正
午
、午
後
１
時
～
４
時
30
分

マイナンバーカード・住民基本
台帳カードをお持ちの方へ
　住所変更などの届け出の際は、カードを窓口に
提示してください。
　引っ越しから14日以内の届け出期間を過ぎる
と、カードが失効する場合があります。早めに届
け出てください。届け出後、カードの住所変更に
別途時間を要しますのでご了承ください。

窓口延長期間

■
ご
注
意
く
だ
さ
い

❶
各
支
所
・
出
張
所
で
は
受
付
時

間
を
延
長
し
て
い
ま
せ
ん
。

❷
西
口
行
政
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー

で
は
一
部
取
り
扱
い
で
き
な
い

業
務
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

❸
延
長
時
間
中
の
戸
籍
届
は
、
市

役
所
１
階
の
休
日
・
夜
間
受
付

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

月 日 曜日 延長時間 混雑予想

３月

23日 土 午前９時～
午後５時30分 すいている

24日 日
25日 月

午後５時15分～
７時 日中は混雑

26日 火
27日 水
28日 木
29日 金
30日 土 午前９時～

午後５時30分 やや混雑
31日 日

４月 １日 月 午後５時15分～
７時 非常に混雑

※
住
所
変
更
な
ど
の
届
け
出
は
引
っ
越
し
か
ら
14
日
以
内
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

3
月
29
日
㈮
締
め
切
り
！

住
宅
用
太
陽
光
発
電

�
シ
ス
テ
ム
設
置
助
成

　
平
成
30
年
度
の
助
成
対
象
と
な
る

方
は
、
平
成
31
年
４
月
１
日
以
降
は

申
請
で
き
ま
せ
ん
。

■
問
／
環
境
課　

　
　
　
　
　
☎
５
２
５
ー
３
７
４
２

■
助
成
金
額

太
陽
光
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
最
大
出

力
１
kW
当
た
り
３
万
円（
上
限
４

kW
・
12
万
円
） 

■
留
意
事
項

❶	

申
請
期
限
前
で
も
助
成
総
額
に
到

達
し
た
時
点
で
助
成
は
終
了
し
ま

す
。

❷	

申
請
し
た
添
付
書
類
に
不
備
が
あ

る
場
合
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

住
民
票
な
ど
の
取
得
が
３
月
末
と

な
る
場
合
、
他
の
添
付
書
類
に
つ

い
て
は
事
前
に
窓
口
で
確
認
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

※ 

例
年
締
め
切
り
間
近
は
申
請
が
混

み
合
い
ま
す
。
早
め
の
申
請
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

■
申
請
方
法

お
問
い
合
わ
せ

い
た
だ
く
か
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
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